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○静岡市高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行細則 

平成21年９月７日 

規則第85号 

改正 平成27年５月29日規則第82号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成18年法律

第91号。以下「法」という。）及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

施行規則（平成18年国土交通省令第110号。以下「省令」という。）の施行に関し必要な事項

を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則における用語の意義は、法及び建築基準法（昭和25年法律第201号）の例によ

る。 

（事前協議） 

第３条 法第17条第１項の規定による申請をしようとする者（当該申請に併せて、同条第４項

の規定による申出をしようとする者又は法第19条の規定による特例の適用を受けようとする

者に限る。）は、当該申請に係る特定建築物の建築等及び維持保全の計画（以下「計画」と

いう。）が法第17条第３項第１号に規定する基準に適合するかどうかについて、あらかじめ

協議することを市長に求めることができる。 

２ 前項の規定による協議は、事前協議書（様式第１号）に次に掲げる図書を添えて行うもの

とする。 

（１）省令第８条の申請書の案及び同条の表に掲げる図書 

（２）建築基準法第６条第１項（同法第87条第１項において準用する場合を含む。）の規定

による確認の申請書の案 

（３）建築物移動等円滑化誘導基準チェックリスト（様式第２号） 

３ 市長は、第１項の規定による協議をした場合（法第17条第４項の規定による申出をしよう

とする場合に限る。）において、当該協議に係る計画が建築基準法第６条の３第１項に規定

する構造計算適合性判定（以下「構造計算適合性判定」という。）を求める必要があるもの

であると認めるときは、当該協議をした者に対し、あらかじめ構造計算適合性判定を受けた

上で、建築基準法第６条の３第７項に規定する適合性判定通知書の写しを、法第17条第１項

の規定による申請の際に添付することを求めるものとする。 

（平27規則82・一部改正） 
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（申請者への通知） 

第４条 市長は、法第17条第１項の規定による申請があった場合において、同条第３項の認定

をしない旨を決定したときは、特定建築物の建築等及び維持保全の計画の不認定通知書（様

式第３号）に省令第８条の申請書の副本を添えて申請をした者に通知するものとする。 

２ 市長は、法第17条第６項において準用する建築基準法第18条第14項の通知書を受けたとき

は、認定申請に係る建築基準法の処分についての通知書（様式第４号）により申請をした者

に通知するものとする。 

（平27規則82・一部改正） 

（計画の変更） 

第５条 法第18条第１項の規定による認定の申請は、特定建築物の建築等及び維持保全の計画

変更認定申請書（様式第５号）の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書を添えて行うも

のとする。 

（１）省令第８条の表に掲げる図書 

（２）省令第８条に規定する認定申請書の第２面から第10面まで 

（３）建築物移動等円滑化誘導基準チェックリスト 

２ 市長は、法第18条第２項において準用する法第17条第３項の認定をしたときは、特定建築

物の建築等及び維持保全の計画変更認定通知書（様式第６号）に前項の副本を添えて申請を

した者に通知するものとする。 

（特定建築物の建築等及び維持保全認定の申請の取下げ） 

第６条 計画の認定の申請をした者は、当該申請に係る認定を受ける前に当該申請を取り下げ

ようとするときは、特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定申請取下届（様式第７号）

を市長に提出しなければならない。 

（工事の中止） 

第７条 法第17条第３項により認定を受けた者（以下「認定建築主等」という。）は、認定を

受けた計画に基づき実施する工事（以下「工事」という。）を中止しようとするときは、工

事中止届（様式第８号）に省令第10条第２項の通知書を添えて市長に提出しなければならな

い。 

（工事完了報告及び検査） 

第８条 認定建築主等は、工事が完了したときは、工事完了報告書（様式第９号）を市長に提

出するものとする。 

２ 市長は、前項の工事完了報告書の提出を受けたときは、法第53条第３項の規定により、そ
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の職員に、法第17条第３項の認定に係る特定建築物が当該認定の内容に適合しているかどう

かを検査させるものとする。 

（改善命令） 

第９条 法第21条の規定による命令は、認定特定建築物改善措置命令書（様式第10号）により

行うものとする。 

（特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定の取消し） 

第10条 法第22条の規定による認定の取消しは、特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認

定取消通知書（様式第11号）により行うものとする。 

（既存の特定建築物に設けるエレベーターについての建築基準法の特例の認定） 

第11条 法第23条第１項の規定による認定の申請は、エレベーター設置特例認定申請書（様式

第12号）の正本及び副本に、次に掲げる図書を添えて行うものとする。 

（１）省令第８条の表に掲げる図書のうち、付近見取図、配置図、各階平面図及びエレベー

ターその他の昇降機の構造詳細図 

（２）構造計算書（エレベーターの設置に係る特定建築物の壁、柱、床及びはりの応力算定

及び断面算定の結果が記載されており、エレベーターを設置した場合に構造耐力上安全な

構造であることを確認することができるものに限る。） 

（３）前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書 

２ 市長は、法第23条の規定による認定をしたときは、既存の特定建築物に設けるエレベータ

ーについての建築基準法の特例認定通知書（様式第13号）に前項の副本を添えて申請をした

者に通知するものとする。 

（報告の請求） 

第12条 法第53条第４項の規定による報告の指示は、認定特定建築物の建築等又は維持保全の

状況報告指示書（様式第14号）により行うものとする。 

（台帳） 

第13条 市長は、法、省令及びこの規則の規定により提出された書類の内容を高齢者、障害者

等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく認定特定建築物台帳（様式第15号）又は既

存の特定建築物に設けるエレベーターについての建築基準法の特例認定台帳（様式第16号）

に記録し、処理の経過を明らかにしておかなければならない。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成27年５月29日規則第82号） 
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（施行期日） 

１ この規則は、平成27年６月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現に改正前の静岡市高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律施行細則の様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することが

できる。 
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様式第１号（第３条関係） 

（平27規則82・一部改正） 

様式第２号（第３条関係） 

（平27規則82・全改） 

様式第３号（第４条関係） 

様式第４号（第４条関係） 

様式第５号（第５条関係） 

（平27規則82・一部改正） 

様式第６号（第５条関係） 

（平27規則82・一部改正） 

様式第７号（第６条関係） 

（平27規則82・一部改正） 

様式第８号（第７条関係） 

（平27規則82・一部改正） 

様式第９号（第８条関係） 

（平27規則82・一部改正） 

様式第10号（第９条関係） 

様式第11号（第10条関係） 

様式第12号（第11条関係） 

（平27規則82・一部改正） 

様式第13号（第11条関係） 

様式第14号（第12条関係） 

様式第15号（第13条関係） 

様式第16号（第13条関係） 

 


